
2018 年に胆振東部においてマグニチュード 6.7 の地震が発⽣しました。その

地震により多くの尊い命が失われ、多くの方が被災者となりました。被災者の中

には、高齢者や障がい者、病人や怪我人、心理的な影響を受けやすい子ども、こ

とばの壁のある外国人などといった、特別な援助や配慮を必要とする、いわゆる

「災害弱者」がおり、その方々の困難はより大きなものになります。 

 今回は、講師の胆振東部地震についてのお話しから、「基本的人権の尊重」とい

う原点に立ち返り、これから予測される地震や噴火などの災害や支援について

考えたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道社会福祉士会 日胆地区支部 

権利擁護セミナー 

お問い合わせ 

グループホーム フォレスト柏木 （担当・亀田） 

TEL 0143-58-3200 

テーマ 

「北海道胆振東部地震における対応について」 

社会福祉法人 北海道厚真福祉会 あつま居宅介護支援事業所 

管理者 武田裕人 様 

 

参加無料 

日時：令和５年２月２５日(土) 14:00～ 
  
場所：オンライン(ZOOM を使用) 


